


「ふくしまの農林水産物」の消費者・関係者の皆様へ

福島県では放射性物質検査により
農林水産物の安全を確認しています

「ふくしまの恵み農産物安全管理システム」について

玄米の放射性物質検査について

お問い合わせ先

モニタリング検査 全量全袋検査

福島県では、平成24年から８年間、県内全域で玄米の全量全袋検査を
実施してきました。

平成27年から令和元年の検査では、国が定める基準値超えの玄米がな
かったことにより、令和２年産米からは地域を限定（避難指示等のあっ
た地域のうち９市町村※）して、全量全袋検査を実施しています。

また、全量全袋検査を実施していない地域においては、令和２年産米
から緊急時モニタリング検査を実施しており、令和４年産米から広野町
及び川内村が、令和５年産米から田村市が新たに緊急時モニタリング検
査に移行し、旧市町村単位で玄米の安全性を確認しています。

なお、各検査が終わるまで、出荷・販売（無償譲渡を含む）は自粛を
お願いします。

検査結果は、以下のURLよりご確認いただけます。

「ふくしまの恵み農産物安全管理システム」は、福島県産農林水産物
の安全・安心を確保するため、県内の各産地が自ら行っている放射性物
質検査や玄米の全量全袋検査の結果を、わかりやすくお伝えしています。

※避難指示等のあった地域のうち９市町村

南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
川俣町（旧山木屋村）

玄米の放射性物質検査について･･･････････････ 福島県農林水産部水田畑作課
電話：024-521-7360

◆玄米の全量全袋検査 ◆玄米のモニタリング検査
https://fukumegu.org/ok/content
sV2/map_current_brown_rice.html

https://www.pref.fukushima.lg.jp
/sec/36035b/daishinsai-kokurui-
monitoring-shinchoku-r5.html

（令和５年産米も全量全袋検査を継続）


